
令和８年４月号

令和８年３月６日午後７時頃から３月９日午前７時頃までの間に、南麻積

町地内の建築工事現場から電線が切断されて盗まれる被害が発生しまし

た。昨年12月中にも、福島町の建築工事現場から電線が切断されて盗まれ

ています。

４月１日から、自転車の交通違反に青切符が

適用（16歳以上が対象）されます。一時停止

標識のある交差点で一時停止をしない行為、

携帯電話を操作しながらの運転、2台以上並

んでの並列走行等の違反行為が対象です。交

通事故に遭わないために交通ルールを守りま

しょう。

福島駐在所だより 稲沢警察署

0587-32-0110

最後に、防犯に役立つ情報は「アイチポリス」から！

事件・事故 緊急事案は110番

～警察相談ダイヤルは#9110～

電線がまた盗まれました！

対 策

自転車に青切符が適用

・ 不在の時は資材を撤収しておく

・ 防犯カメラの設置

・ センサーライトや警報装置等の設置

・ 不審者を見たら１１０番


